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例えばこんなトークで進めてみよう

人
の
お
客
様
に
対
す
る
取
引
時

確
認
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
手

順
で
行
い
ま
す
。

①
取
引
時
確
認
が
必
要
か
ど
う
か
を
判

断
す
る

　

以
下
に
挙
げ
る
「
特
定
取
引
等
」
に

該
当
す
る
場
合
は
、
取
引
確
認
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
口
座
開
設
や
、
貸
金
庫
・
保
護
預
か

り
な
ど
の
契
約
を
行
う
取
引

・
２
０
０
万
円
を
超
え
る
現
金
・
持
参

人
払
式
小
切
手
な
ど
の
受
払
い
を
伴
う

取
引

・
10
万
円
を
超
え
る
現
金
振
込
や
10
万

円
を
超
え
る
現
金
を
持
参
人
払
式
小
切

手
で
受
け
取
る
取
引

・
融
資
取
引

　

そ
の
ほ
か
、
状
況
に
応
じ
て
適
宜
取

引
時
確
認
を
行
う
べ
き
か
判
断
し
ま

す
。
例
外
的
な
取
扱
い
が
な
い
か
、
自

行
庫
の
対
応
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

個提
示
書
類
に
よ
っ
て
必
要
点
数
や 

確
認
方
法
が
異
な
る

②
取
引
時
確
認
を
実
施
す
る

　

次
の
Ⓐ
、
Ⓑ
の
流
れ
で
取
引
時
確
認

を
実
施
し
ま
す
。

Ａ
「
本
人
特
定
事
項
」
を
確
認
す
る

「
書
類
を
用
い
て
お
客
様
の
「
氏
名
」

「
住
居
」「
生
年
月
日
」
を
確
認
し
て
い

き
ま
す
が
、
提
示
さ
れ
た
書
類
に
よ
っ

て
確
認
方
法
が
３
つ
あ
り
ま
す
。

㋐
提
示
の
み
で
確
認
可
能

・
運
転
免
許
証

・
旅
券
等
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
在
留
カ
ー
ド

・
特
別
永
住
者
証
明
書　

な
ど

㋑
提
示
＋
ほ
か
の
方
法
で
確
認

・
各
種
健
康
保
険
被
保
険
証

・
各
種
年
金
手
帳

・
母
子
健
康
手
帳

・
印
鑑
登
録
証
明
書
（
取
引
に
実
印
を

使
用
し
な
い
場
合
）　

な
ど

　

以
上
に
挙
げ
た
書
類
に
つ
い
て
は
、

書
類
の
提
示
だ
け
で
な
く
、「
ほ
か
の

本
人
確
認
書
類
（
顔
写
真
付
き
を
除

く
）
の
提
示
」「
公
共
料
金
の
領
収
証

解
説
＆　
　
　

　
　
ポ
イ
ン
ト

マネロン等対策の「実務・営業店担当者の動き方」 編

　個人・法人の取引時確認についての流れ
や注意点をトーク例とともに解説します。

1  個人のお客様に対する取引時確認の流れを押さえよう

ありがとうございます。普通預金口座の開設ですね。私どもの
銀行での口座開設は初めてでいらっしゃいますか？

今回のお申出につきまして、お客様自身のお口座の開設でよろ
しいでしょうか？

かしこまりました。それではまず、お手続きにあたり何点か確
認させていただきたいことがございます。

ええ、私個人の口座です。申込書も記入済みですよ。（申込書
を差し出す）

今日は普通預金の口座開設をお願いしたいのだけど…。

ええ、初めてよ。

〈トーク例で学ぶ〉
マネロン等チェックに欠かせない
取引時確認の進め方

 ★次のような特定取引等に該当する場合は取引時確認を行おう！ 
・口座開設や、貸金庫・保護預かりなどの契約を行う取引
・200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引
・�10万円を超える現金振込、10万円を超える現金を� �
持参人払式小切手で受け取る取引

・融資取引
・その他状況に応じて必要と判断されたとき　など お客様

担当者

お客様

担当者

お客様

担当者


